
３０第２号議案

公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正について

このことについて、公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則を一部改正し

たいので、別添案を添えて請議します。

平成３０年２月７日提出

教育長 平 松 直 巳

説 明

この案を提出するのは、総務事務・人事管理総合システムの稼働等に伴い、関係

規定を整備する必要があるからである。



公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正の概要 

１ 改正の理由・概要 

総務事務・人事管理総合システムが稼働したこと等に伴い、履歴書に係る規定及び

様式の整理を行う。 

２ 改正の内容 

  様式第２号「履歴書」を削除するとともに、併せてその履歴書に係る手続きを定め

た第６条、第 15 条の規定及び様式第１号の８（裏）を整理し、第 19 条第２項の規定

を削除する。 

３ 施行期日 

公布の日 
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様式第１号の８（第６条関係） 

（表） 略

（裏）

注 意 事 項

１ 退職の理由欄は、該当する項目の数字を〇で囲み、かつ、２に該当する場合は

傷病の理由を〇で囲み、９に該当する場合はその内容を記入すること。 

２ 退職の日又はその翌日において職員以外の公務員となつたことの有無欄には、

該当するものを〇で囲むこと。 

３ 退職手当の支給の方法欄には、退職手当を受ける者の申出に基づき、直接払、

口座振替又は隔地払による支払等その支払方法を選び当該項目の数字を〇で囲み

口座振替による支払の場合は、振替先の金融機関名及び預金口座番号を付記する

こと。 

４ この退職手当支給内申書には、次の書類を添えなければならない。 

 退職後の再就職に関する申立書（死亡による退職の場合又は一般の退職手当

を支給されない場合を除く。） 

 職員としての在職期間に任命権者以外の在職期間がある場合には、当該期間

に係る履歴事項証明書及び退職手当の支給に関する証明書 

 退職当時における医師の診断書及び傷病事実証明書（職員の退職が傷病によ

る場合） 

 傷病が公務又は通勤に起因していることを証明する所属長の証明書（前号の

傷病が公務上の傷病又は通勤による傷病の場合） 

 退職手当を受ける遺族の戸籍謄本（職員の死亡のとき以後の身分関係が明ら

かにできるもの）（職員の退職が死亡による場合） 

 死亡が公務に起因していることを証明する所属長の証明書（前号の死亡が公

務上の死亡による場合） 

 退職手当を受けようとする遺族の生計関係申立書（退職手当を受ける遺族が、

条例第１条の２第１項第２号又は第３号に掲げる者である場合） 

 総代者選任届（同順位の遺族が２人以上ある場合で、そのうち１人を総代者

として退職手当を受けようとするとき） 

 その他任命権者が定める書類 

新



様式第１号の８（第６条関係） 

（表） 略

（裏）

注 意 事 項

１ 退職の理由欄は、該当する項目の数字を〇で囲み、かつ、２に該当する場合は

傷病の理由を〇で囲み、９に該当する場合はその内容を記入すること。 

２ 退職の日又はその翌日において職員以外の公務員となつたことの有無欄には、
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口座振替による支払の場合は、振替先の金融機関名及び預金口座番号を付記する

こと。 

４ この退職手当支給内申書には、次の書類を添えなければならない。 
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 退職後の再就職に関する申立書（死亡による退職の場合又は一般の退職手当

を支給されない場合を除く。） 
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に係る履歴事項証明書及び退職手当の支給に関する証明書 

 退職当時における医師の診断書及び傷病事実証明書（職員の退職が傷病によ

る場合） 
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傷病が公務上の傷病又は通勤による傷病の場合） 
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様式第２号及び様式第３号 削除 



様式第２号（第６条、第15条関係） 

 （甲） （表面） 履  歴  書 提出年月日（ 年 月 日）

写  真 
ふりがな 生年月日 年 月 日 性 別 男 女 

氏名
氏 名 ◯印 旧 氏 名 改姓年月日 年 月 日

ライカ判 

（2.4㎝ 
 ×3.5㎝）

現住所

１  ４ 

２  ５ 

３  ６ 

学

歴

学 校 学 部 科 名 修  業  期  間 卒修業・中退

   年  月～  年  月 第   学年

   年  月～  年  月 第   学年

   年  月～  年  月 第   学年

   年  月～  年  月 第   学年

   年  月～  年  月 第   学年

   年  月～  年  月 第   学年

   年  月～  年  月 第   学年

資

格

免  許  状 （免許法） 免  許  状 （旧令） 

授与
条件

免許状
種 類

教科 番号 授与年月日
授与
権者

検定
種別

免許状
種 類

科目 番号授与年月日
官公
庁 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

 氏 名(        )  葉中  枚 





（裏面） 

履 歴 事 項

校合印 年月日学校・任免・賞罰・その他 給料(俸給)・その他 金 額 
官公庁
その他

（乙） （表面） 裏面は表面に同じ。 

履 歴 事 項

校合印 年月日学業・任免・賞罰・その他 給料(俸給)・その他 金 額 
官公庁
その他

  氏 名(        )  葉中  枚 

 注意 最終退職の日の翌日の職業を必ず記入すること。ただし、その日に就職してい 

ない場合は、「職業なし」と記入すること。 

様式第３号 削除 


